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　こんにちは。メディセレのしゃっち
ょう、児島惠美子です。最近「海外で
仕事をしたい」というご相談を頂き、
カナダで医療通訳としての旅立ちをお
手伝いさせて頂きました。カンボジア
での医療支援も2008年からさせて頂
いております。そこで今回のコラムで
は世界に目を向け、日本と海外の違い
を比べてみたいと思います。
　まずは年収です。世界各国の平均年
収を95年、05年、15年の10年刻みで
比べてみました。アメリカは460万
円、546万円、658万円、フランスは
226万円、533万円、568万円、ドイ
ツは251万円、522万円、587万円と
なっており、先進国はしっかり伸びて
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いることが分かります。このほかポ
ーランドは53万円、137万円、312
万円、お隣の韓国も77万円、219万円、
385万円と急速な伸びを示していま
す。それに対し日本は457万円、439
万円、415万円。他国とは違い、なん
と平均年収は下がっているではないで
すか！
　次に世界183カ国の中央年齢を見て
みましょう。日本は45.9才で世界１
位。２位はドイツで45.5才。３位は
イタリアで44.3才です。このほか韓
国は39.4才で28位。アメリカは37.4
才で40位。続いてベトナムは29.8才、
カンボジアは24.4才、フィリピンは
23才、ネパールは22.4才です。最下
位の183位はニジェールで15才とな
っています。
　改めて比較するとアジア各国と比べ

た日本の高齢化率はすごいことが分
かります。もちろん、その社会を支
えるために医療は不可欠です。薬剤
師の活躍の場はこれからも増えてい
きます。ただ、このデータからも分
かるように、誰もどこの国も経験した
ことのない超高齢化社会ですから前例
はありません。受け身ではなく、ニー
ズを自ら開拓していかなければいけま
せん。
　不安の一番の解決策は行動です。人
間は感謝されることに喜びを感じます
が、感謝されなくとも人に何かを与え
ることで、自分も幸せになります。薬
剤師は医療の知識を人に与えることが
できますので、知識という武器を持っ
て、共にこの時代で活躍していきまし
ょう。そのためには勉強が欠かせませ
んので、頑張りましょう。
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　日本医療機能評価機構がまとめた
2017年の薬局ヒヤリ・ハット事例の集
計結果から、昨年の薬局におけるヒヤ
リ・ハット事例の報告件数は6084件
で、そのうち医療機関で発生した処方
の誤りを薬局で発見した疑義照会関連
の事例が前年から約900件増の2234

件と過去最多となったことが分かった。ヒヤリ
・ハット事例全体に占める割合も36.7％と前年
から9.2％の大幅な高まりを見せ、初めて３割
を超えた。薬局薬剤師の安全意識の高まりによ
り、患者への重大な健康被害を防げている実態
が鮮明になった格好で、薬剤師の活動を後押し
する勇気づけられるデータといえよう。
　17年に報告されたヒヤリ・ハット事例を見る
と、調剤関連が前年と比べて262件増の3823件
（62.8％）で最多となった。疑義照会関連は
2234件（36.7％）で、前年より875件増加。09年
の調査開始以来初めて３割を超えた。件数も過
去最多となり、薬剤師が水際で副作用を防ぐ事
例が急増していることが分かった。
　18年度調剤報酬改定では、施設基準として
医療安全に関する取り組みの実績を求める「地

域支援体制加算」が新設されており、こうした
制度改正が今後ヒヤリ・ハット事例のさらなる
報告増につながる可能性もある。
　疑義照会に関する項目では、仮に変更前の処
方の通りに服用した場合、患者に健康被害があ
ったと推測される事例が1508件（67.5％）、患
者に健康被害が生じなかったが医師の意図した
薬効が得られなかったと推測される事例が726
件（32.5％）だった。変更内容については、薬
剤変更が671件、薬剤削除が595件、分量変更
が526件の順で、前年から分量を変更した事例
の増加傾向が続いている。
　一般名処方に関するヒヤリ・ハット事例を分
析したところでは、昨年報告された6084件の
うち723件と、前年より300件以上増加した。
全体に占める割合は11.9％で、初めて１割を
上回った。調剤に関する事例は539件で前年よ
り232件増加し、疑義照会に関する事例は184
件で78件増加した。
　一般名処方に関するヒヤリ・ハット事例は、
16年から増加率が高まっており、後発品の使
用促進策が加速する中でヒヤリ・ハット事例も
増加していることがうかがえた。

回15都道府県）30件（19件）と大きく増加している状
況が目立った。また、日赤病院など公的病院が８都道
府県（８都道府県）８件（８件）と変わらず、社会保険病
院はゼロ（１都道府県１件）、その他が15都道府県（16
都道府県）26件（20件）となった。誘致事例がある64件
のうち、病院による公募などの情報は確認していない
ものの、都道府県薬剤師会が敷地内薬局誘致に関する
情報を入手している事例は15件だった。
　これに対し、国立大学附属病院長会議は10月５日、
敷地内薬局の設置状況を調査した結果を公表した。４
国立大学病院で設置済み、設置準備中と検討中を含め
ると16大学に上ることを明らかにし、国立大学病院
の約３分の１の敷地内に薬局が設置される可能性があ
ることが分かった。
　敷地内薬局の設置は、政府の規制改革会議による答
申を受けて、薬局の経営の独立性確保を前提として、
2016年10月から解禁された。同会議が各大学におけ
る設置状況を調査したところ、千葉大学、新潟大学、
島根大学、滋賀医科大学の４大学病院で敷地内薬局が
設置されていることが分かった。
　同会議の山本修一常置委員長（千葉大学病院長）は、
日本薬剤師会などの反対論に対し、「敷地内薬局は患
者さんにとって利便性が圧倒的に高い」と強調。「政
府が認めた規制緩和に沿って設置しているのであっ
て、法律に触れることはやっていない。なぜ怒られる
のか」と反論した。薬剤師会も反対しているものの既
に解禁されており、反対運動は難しさを増すことが予
想される。

薬局の疑義照会が過去最多
薬剤師の安全意識向上示す
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